業務委託契約書（フリーランス新法対応版）

○○○○（以下「甲」という）と△△△△（以下「乙」という）は、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

	業務委託日（本契約締結日）
	令和　年　月　日

	発注者（甲）
	住所：　　　　　　　　　　　　
商号または氏名：

	受託者（乙）フリーランス
	住所：　　　　　　　　　　　　
氏名（屋号）：

	業務内容
	（具体的に記載　例：〇〇に関するWebデザイン制作業務）

	業務の範囲・成果物
	（詳細は別紙仕様書のとおり）

	役務提供・給付受領の場所
	（例：オンライン / 甲の指定する場所 等）

	役務提供・成果物の受領予定日
	令和　年　月　日（または別途合意による）

	検査完了日（検査を実施する場合）
	受領日から　　日以内

	報酬額
	金　　　　円（税別）/ 税込　　　　円

	報酬支払期日・方法
	受領完了確認日から　　日以内（60日以内）
振込先：　　銀行　　支店　普通　口座番号：



第1条（業務の委託）
甲は乙に対し、前記基本情報に定める業務（以下「本業務」という）を委託し、乙はこれを受託する。
2. 業務の詳細・仕様・納期は別紙仕様書または書面による合意によって定める。
3. 甲と乙の関係は、フリーランス新法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）が定める業務委託関係であり、雇用関係ではない。
第2条（取引条件の明示）
甲は、フリーランス新法第3条に基づき、本契約締結と同時に乙に対して取引条件を書面（または電磁的方法）で明示する。
明示事項：①発注者・受託者の名称、②業務委託日、③業務内容、④給付受領場所、⑤給付受領日、⑥検査完了日（実施する場合）、⑦報酬額、⑧支払期日、⑨支払方法
第3条（報酬の支払）
1. 甲は、乙が本業務の成果物を納品・役務提供した日（検査を実施する場合は検査完了日）から60日以内のできる限り短い期間内に、報酬を乙の指定口座へ振り込む方法で支払う（フリーランス新法第4条）。
2. 振込手数料は甲の負担とする（別途合意する場合を除く）。
3. 支払期日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に支払う。
第4条（業務の遂行・善管注意義務）
乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行し、甲の指定した期日までに成果物を納品または役務を提供する。
第5条（検査・検収）
1. 甲は成果物の受領後、基本情報に定める検査期間内に検査を行い、合否の結果を乙に通知する。
2. 検査期間内に通知がない場合は、検査合格とみなし、検査完了日とする。
3. 不合格の場合は、具体的な理由を書面で通知し、乙は誠実に対応する。
第6条（禁止行為）
甲は、フリーランス新法第5条の禁止行為を行ってはならない。
禁止行為：①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき（通常の報酬より著しく低い対価の設定）、⑤購入・利用の強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直しの要請
第7条（知的財産権）
1. 本業務の成果物に係る著作権（著作権法第27条・第28条の権利を含む）その他の知的財産権は、乙が制作した部分については乙に帰属する。
2. 甲が報酬を全額支払った場合、乙は甲に対し、上記知的財産権を譲渡するものとする（または非独占的ライセンスを付与するものとする）。
※ いずれかの選択肢を当事者間の合意により削除・修正してください。
3. 乙は著作者人格権を行使しないものとする（著作者人格権不行使）。
第8条（秘密保持）
1. 甲および乙は、本業務に関して相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。
2. 秘密保持義務は、本契約終了後　　年間（記載例：3年間）も継続して効力を有する。
第9条（再委託）
乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託することができる。全部再委託は禁止する。
第10条（育児・介護への配慮）
本契約の期間が6ヶ月以上の場合、乙が育児・介護を行っている旨を申し出たときは、甲は乙の申出内容を踏まえ、業務遂行の方法・時期・場所等について配慮するよう努める（フリーランス新法第13条）。
第11条（ハラスメント防止）
甲は、乙（特定受託事業者）に対するハラスメント行為の防止のために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じる（フリーランス新法第14条）。乙はハラスメントに関する相談窓口に問い合わせることができる。
第12条（中途解除の予告）
本契約の期間が6ヶ月以上の場合において、甲が本契約を中途解除または更新しないとするときは、原則として解除予定日の30日前までに、書面・FAX・電子メール等の方法で乙に予告する（フリーランス新法第16条）。
2. 甲は、予告の際に解除の理由を開示する。ただし、乙の重大な契約違反がある場合は即時解除できる。
3. 予告なく解除した場合、甲は30日分に相当する報酬相当額を違約金として乙に支払う。
第13条（損害賠償）
1. 一方の当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反当事者は相手方の損害を賠償する。
2. 乙が甲に賠償すべき損害の上限は、当該業務に係る委託報酬の総額を限度とする（直接損害かつ通常損害のみ）。
第14条（不可抗力）
天災地変・戦争・疫病・法令の改廃その他当事者の責に帰することができない不可抗力によって契約義務を履行できない場合、当該当事者は遅滞なく相手方に通知し、当事者間で誠実に協議する。
第15条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、現在および将来にわたって暴力団等の反社会的勢力でないことを表明・保証し、相手方が反社会的勢力と判明した場合は催告なく本契約を解除できる。
第16条（準拠法・合意管轄）
本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争は、訴額に応じて○○地方裁判所または○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条（協議）
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、フリーランス新法の趣旨に則り、甲乙誠実に協議して解決する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和　年　月　日

【発注者（甲）】
住　所：
商号（会社名 or 屋号）：
代表者氏名：　　　　　　　　　　　　㊞
インボイス登録番号（任意）：T

【受託者（乙）】
住　所：
氏名（屋号がある場合は屋号も）：　　　　　　　　㊞
インボイス登録番号（任意）：T
※ 登録がない場合は「免税事業者・登録なし」と記載

【フリーランス新法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・2024年11月1日施行）準拠テンプレート】
本書は一般的な情報提供を目的とするものです。法的アドバイスを構成するものではありません。
個別案件の内容・リスク判断については弁護士等の専門家にご相談ください。
出典: 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/




